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～はじめに～ 

 

本市では、次代の社会を担うこどもの健全な育成を図るため、平成 15

年 7 月に平成 27 年度までの時限立法として施行された「次世代育成支援

対策推進法（以下、「次世代育成法」という。）」に基づく「飯塚市特定事

業主行動計画」を平成 17 年 3 月に策定し、平成 23 年、平成 27 年の改訂

を経て、時間外勤務の縮減、年次有給休暇取得の促進等、職員の子育て

をはじめとする家庭生活と仕事の両立を推進する取組を進めてきました。  

一方、平成 28 年 3 月に、職業生活を営み、又は、営もうとする女性に

対して、職業生活に関する機会の積極的な提供及び職業生活と家庭生活

との両立に資する雇用環境の整備等を計画的かつ着実に推進するため、

平成 37 年度（令和 7 年度）までの時限立法として施行された「女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律（以下、「女性活躍推進法」とい

う。）」が施行され、次世代育成法と同様に、特定事業主に対して女性職

員の活躍推進のための行動計画の策定が義務付けられました。この計画

では、採用試験の受験者に占める女性割合の向上や制度が利用可能な男

性職員の配偶者出産休暇、育児参加のための休暇の取得割合向上等を通

じて、女性職員の活躍を推進する取組を進めるものとされましたが、本

市においては、互いに関連のあるこれら２つの特定事業主行動計画を統

合し、平成 28 年 4 月、新たな「飯塚市特定事業主行動計画（以下、「行

動計画」という。）」として策定し、各種取組を行ってきたところです。  

そのような中、令和 6 年 6 月に次世代育成法が改正され、令和 17 年 3

月末まで再び 10 年間延長されたため、女性活躍推進法の失効期限であっ

た令和 7 年度末まで行動計画を延長しておりましたが、令和 7 年 6 月に

女性活躍推進法も改正され、令和 18 年 3 月末まで 10 年間延長されたこ

とを受け、計画期間を改正次世代育成法に合わせ、令和 17 年 3 月末まで

延長するとともに、その更新に当たり、各目標の達成に向けた更なる取組

を実施していくため、個々の職員がこの行動計画を理解し仕事と子育て

の両立だけでなく、ワーク ・ ライフ ・ バランスを実現しながら、いきいき

と働き続けられる職場環境と女性職員が活躍できる組織の実現を目指し

ます。  
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Ⅰ 総論 

１ 目的 

 女性活躍推進法及び次世代育成法に基づき、女性職員がその個性と

能力を十分に発揮できるよう、また、職員が仕事と子育ての両立やワ

ーク・ライフ・バランスを図ることができるよう、職員の要望に即し

たそれぞれの支援対策を計画的かつ着実に推進するため、本行動計画

を策定し、公表することとします。  

 

２ 計画期間 

 令和 8 年 4 月 1 日から令和 17 年 3 月 31 日まで。  
※  次 世 代 育 成 法 （ 令 和 17 年 3 月 31 日 ま で の 時 限 立 法 ）  

※  女 性 活 躍 推 進 法 （ 令 和 18 年 3 月 31 日 ま で の 時 限 立 法 ）  

※  次 世 代 育 成 法 、女 性 活 躍 推 進 法 の い ず れ か 期 限 の 早 い 法 律 に 合 わ せ た 期 間 と し て

い ま す 。  

昨年、次世代育成法が改正され、令和 17 年 3 月 31 日まで延長され

ましたが、令和 8 年 3 月 31 日を期限とする女性活躍推進法（時限立法）

が改正されていなかったため、本行動計画の計画期間を一旦、令和 8

年 3 月 31 日まで延長していました。  

その後、令和 7 年 6 月 20 日に女性活躍推進法が改正され、令和 18

年 3 月 31 日まで延長されたため、本年度に改訂し、計画期間を令和 17

年 3 月 31 日までとしたものです。  

なお、本行動計画に掲げる目標達成の年度は令和 12 年度とし、その

振り返りを行った後、計画の中間見直しを行います。  

 

 

 

年度  R 6 R 7 R 8 R 9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

             

 

 

目 標  ⾒ 直 し  

改 正 次 世 代 育 成 法 （ R17.3 .3 1 ま で 時 限 立 法 ）  
関係 法  

改 正 女 性 活 躍 推 進 法 （ R18.3 . 31 ま で 時 限 立 法 ）  

改 訂 版 （ R17.3.31 ま で ）  

関係 計 画  

第 3 次飯塚市男女共同参画プラン 

 第 3 次 飯 塚 市 総 合 計 画  

延長  
特定事業主
行動計画 



6 

 

※  これまでの改訂履歴  

○次世代育成法に基づく行動計画  

    ・平成 17 年 3 月策定  

    ・平成 23 年 1 月改訂  

    ・平成 27 年 4 月改訂  

○次世代育成法及び女性活躍推進法に基づく行動計画  

    ・平成 28 年 4 月改訂  

    ・令和  2 年 4 月改訂  

・令和  4 年 4 月改訂  

・令和  5 年 4 月改訂  

・令和  7 年 2 月改訂  

・令和  8 年 1 月改訂  

 

 

 

３  対象となる職員 

 この行動計画は、飯塚市の全職員を対象にしています。「全職員」に

は、非常勤職員（再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、会

計年度任用職員）を含みます。  

なお、教育委員会の職員は「次世代育成支援対策推進法施行令」及

び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令」に、ま

た、その他の職員は「飯塚市次世代育成支援対策推進法の特定事業主

等を定める規則」及び「飯塚市女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律の特定事業主等を定める規則」に基づきます。  

４ 計画の推進体制 

  (1) 女性職員の活躍及び次世代育成支援対策を効果的に推進するた

め、人事 課をはじ めとする 主たる部 局におけ る管理職 及び飯塚 市

職員労働 組合が推 薦した者 を構成員 とした「 飯塚市特 定事業主 行

動計画推進委員会（以下、「特定事業主行動計画推進委員会」とい

う。）」を設置し、行動計画の策定や進捗管理を行います。  

  (2) 管理職や職員に対する女性職員の活躍及び次世代育成支援対策

に関する研修等を実施することにより、情報提供等に努めます。  
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  (3) 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口に

担当者を 配置し、 子育てに 関して職 員が気軽 に相談が できる体 制

を整備します。  

  (4) 管理職をはじめ職員に対しては行動計画に関する啓発資料等の

情報提供を行い、内容の周知に努めます。  

  (5) 本行動計画では、年度ごとに特定事業主行動計画推進委員会に

おいて把 握をした 結果や職 員のニー ズ等を踏 まえて、 その後の 対

策の実施や計画の見直しを図ります。   

 

５ 管理職の役割 

 管理職は、日頃から相談しやすい雰囲気づくりに努め、「イクボス宣

言」の趣旨を自覚するとともに、各種制度を正しく理解し、部下職員

が子育ての事情により業務上の配慮を必要とする場合には、制度の積

極的な利用を促すものとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て中の職員 

特定事業主行動計画推進委員会  

※ 行 動 計 画 の 策 定 及 び 進 捗 状 況 の 把 握  

人
事
担
当
部
署 

管
理
職
（
所
属
長
） 

計 画 や制 度 の周 知  

相 談 ・問 合 せ 

計

画

や
制

度

の
周

知

・
相

談 

職場の同僚  

理 解 ・協 力 ・サポート

育休中の職員 情 報 提 供 ・相 談 ・問 合 せ 

策

定

・ 

見

直

し 

報

告 

【特 定 事 業 主 行 動 計 画 の概 略 図 】 

 
女性活躍 
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Ⅱ 具体的な内容 

１ 職員の勤務環境に関するもの 

 (1) 妊娠中及び出産後における配慮 

①母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇     

等 の制 度 に つい て 周 知を 図 り 、利 用 し やす い 職 場環 境 の 醸成 に

努めます。  

②出産費用の共済給付等、経済的支援措置について周知徹底を図ります。 

   ③ 妊娠 中の 職員 の健 康や 安全 に配 慮し 、 業 務分 担の 見直 しを 行 い

ます。  

   ④妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、時間外勤務や緊

急招集を原則として命じないこととします。  

 

 (2) 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進 

①父親が子どもの出生時に 3 日間（非常勤職員は 2 日間）の出産

補助休暇を取得できるよう促進します。  
※出産補助休暇：妻が入院する等の日から出産日後 2 週間までの間に 3 日間（時間単位の取得可能） 

 

【出産補助休暇の取得状況】（ 年 度 管 理 ）  

区分  単位  R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

対象 者  （人 ）  21 19 20 23 15 

取得 人 数  （人 ）  15 14 19 17 12 

取得 率  （％ ）  71.4 73.7 95.0 73.9 80.0 

平均 取 得 期間  （日 ）  1.94 1.99 2.28 2.56 2.15 

 

   ②子どもの出生時における男性の育児参加休暇の取得促進につい

て周知徹底を図り、管理職は取得できる環境整備に努めます。  

※男性の育児参加休暇：妻の産前産後休暇期間中において出産した子や小学校入学前の子を養育

する男性職員に対し 5 日間（非常勤職員は 4 日間・時間単位の取得可能） 

 

【育児参加休暇の取得状況】（ 年 度 管 理 ）  

区分  単位  R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

対象 者  （人 ）  21 19 20 23 15 

取得 人 数  （人 ）  7 9 6 16 10 

取得 率  （％ ）  33.3 47.4 30.0 69.6 66.7 

平均 取 得 期間  （日 ）  2.82 3.63 3.88 3.24 4.29 
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 (3) 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

ア  育児休業及び部分休業制度等の周知  

①  ワーク・ライフ・バランス両立支援ハンドブックにより全職員

への制度周知を図るとともに、育児休業等取得対象者について

は、出産・育児休業マネジメント・フローや男性職員の育児参

画促進マネジメント・フローを活用し、取得促進を図ります。  

②  妊娠を申し出た女性職員や配偶者が妊娠したことを申し出た男

性職員に対し、本人の希望により個別に育児休業等の制度・手

続や経済的な支援等について説明を行います。  

③  研修等において、育児休業制度等の制度説明を行います。  

   

  イ  育児休業等体験談等に関する情報提供  

   育児休業等経験者の体験談や育児休業を取得しやすい職場環境

づくりの取組例等について、職員に情報提供を行います。  

 

  ウ  育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成  

①  ３歳未満の子を養育する男性職員のうち育児休業を取得してい

ない職員に対し、制度利用を促進します。  

②  育児休業の取得の申し出があった場合、管理職は取得可能な職

場環境整備に向け当該部署において業務分担の見直し等を行い

ます。  

 

エ  育児休業等を取得した職員の円滑な職場復帰の支援  

①  育児休業中の職員に広報誌の送付など必要な文書等の情報提供

を行うほか、本人の希望に応じて ICT の活用により職場と育児

休業中の職員とのつながりを支える仕組みを検討します。  

②  復職直後の職員の業務軽減や、休業中に変更された業務内容等

について適切に引き継ぎを行うなど、職場全体で復職直後の職

員への負担軽減に配慮します。また、上司からの助言を目的と

した面談を行い、育児休業取得中又は復帰直後から育児期にお

ける本人のキャリアプランに関する意向に応じたサポートを行

います。  
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③  管理職を中心に、妊産婦や育児・介護中の職員の業務の軽減な

どに配慮するとともに、事務分担見直しの検討などを行い、応

援体制を整備します。  

 

  オ  育児休業に伴う代替職員の配置  

    職場の負担を避け、育児休業を取得しやすくするために、でき

るだけ正規職員を代替配置するように努めます。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【男性職員育児休業の取得状況】（ 年 度 管 理 ）  

区分  単位  R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 

対象 者  （人 ）  21 19 20 23 15 

取得 人 数  （人 ）  2 0 2 10 8 

取得 率  （％ ）  9.5 0.0 10.0 43.5 53.3 

平均 取 得 期間  （年 ）  0.07 0.00 0.11 0.22 0.25 

 

 (4) 子育てと女性職員の活躍を支援する環境の整備 

育 児 休 業 等 を 取 得 し 又 は 子 育 て を 行 う 女 性 職

員が就業を継続し、活躍できるようにするため、

能 力 の 向 上 又 は キ ャ リ ア 形 成 の 支 援 の 取 組 を 実

施します。  

 

【目標１】 

以上のような取組を通じて、計画期間内に 

男性の育児休業の取得率を 85％以上 

男性の育児参加のための休暇の取得が可能な 

者の取得率を 100％  とする。 
    （目標達成年度：令和 12 年度） 
 
※ 目 標 数 値 は 、 国 ・ 県 の 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 や 市 の 男 女 共 同 参 画 プ ラ ン と

の 整 合 性を 図 り なが ら 見 直し を 行 う。  
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ア  女性職員に向けた取組  

①  管理 職 の 昇任 手 前 の職 階 に ある 職 員 を対 象 と した 、 昇 任意 欲 の

喚起又はキャリアデザインを意識した研修等を実施します。  

②  出産 、 育 児を 経 験 した 女 性 職員 が 、 出産 、 育 児に つ い て、 不 安

や困 り ご とを 抱 え た部 下 、 後輩 職 員 の相 談 相 手や 良 き 助言 者 と

なり 、 継 続的 な 女 性活 躍 を 実現 で き る役 割 を 果た せ る 人材 に な

るこ と が 、昇 任 を 目指 そ う とす る 動 機付 け と して 確 立 でき る よ

うに様々な角度からのアプローチに努めます。  

③  女性 職 員 のキ ャ リ ア形 成 を 目的 と す る研 修 や 外部 研 修 （自 治 大

学校、市町村アカデミー等）への派遣を積極的に行います。  

④  キャ リ ア 形成 を 支 援す る た めの 計 画 的な ジ ョ ブロ ー テ ーシ ョ ン

を行います。  

 

イ  男性職員に向けた取組  

①  他者 の 多 様性 を 認 め合 う と とも に 、 前例 に こ だわ る こ とな く 、

職場 全 体 でよ り よ い仕 事 の 進め 方 を 考え る 意 識を 高 め られ る よ

う、アンコンシャス・バイアスの理解不足を解消します。  

②  育児 休 業 をは じ め とす る 出 産、 育 児 、看 護 等 に係 る 諸 制度 を 利

用す る こ とが 、 復 職後 の 子 育て そ の 他の 家 庭 生活 に 好 まし い 影

響を 与 え るこ と を 当事 者 の みな ら ず 職場 全 体 に浸 透 さ せる こ と

で、 働 き やす さ の 向上 が 仕 事に も 暮 らし に も 大き な メ リッ ト を

もたらすと感じられる環境づくりに努めます。  

 

  ウ  管理職に向けた取組  

①  部 下 職員 の 育 成及 び マ ネジ メ ン トに 関 す る管 理 職 研修 等 を 実 施

します。  

②  子 育 てし や す い環 境 整 備の 構 築 を推 進 す るた め 、 市長 を は じ め

管 理 職が 行 っ てい る 「 イク ボ ス 宣言 」 を 踏ま え 、 働き 方 改 革 や

ワ ー ク・ ラ イ フ・ バ ラ ンス に 関 する 視 点 を取 り 入 れた 管 理 職 研

修等を実施し、管理職の理解と意識の向上を図ります。  
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【課長相当職以上の地位にある職員に占める女性職員の割合】（各年度 4月 1日現在） 

区分  単位  R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

割合  （％ ）  9.3 10.5 10.4 10.3 11.3 15.2 

【管理的地位にある職員に占める女性職員の割合】（※かい長含む・各年度4月1日現在） 

区分  単位  R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

割合  （％ ）  15.1 16.1 15.9 15.7 16.5 19.1 

【課長補佐相当職の地位にある職員に占める女性職員の割合】（各年度 4 月 1 日現在） 

区分  単位  R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

割合  （％ ）  26.3 30.6 31.7 36.9 37.9 36.4 

 

 (5) 時間外勤務等の縮減 

  ア  深夜勤務及び時間外勤務の免除制度の周知  

      ワーク・ライフ・バランス両立支援ハンドブックや出産・育児休

業マネジメント・フロー、男性職員の育児参画促進マネジメント・

フローにより、制度について周知徹底を図ります。  

①  妊娠中の職員の、申請による深夜時間帯（ 22 時～ 5 時）の勤務

及び時間外勤務免除制度を周知徹底します。  

②  小学校就学前の子を養育する職員の、申請による時間外勤務免

除制度や、１か月につき 24 時間、1 年につき 150 時間を超える

時間外勤務制限の制度を周知徹底します。  

 

 

【目標２】 

 以上のような取組を通じて、 

女性の課長相当職以上の職員の割合を 25％以上とする。 

女性の課長補佐相当職の職員の割合を 40％以上とする。 

（目標達成年度：令和 12 年度）  
※ 目 標 数 値 は 、国・県 の 男 女 共 同 参 画 基 本 計 画 や 市 の 男 女 共 同 参 画 プ ラ ン と の 整 合 性 を 図 り

な が ら 見 直 し を 行 う 。  

 

参考： 第 2 次飯塚市男女共同参画後期プラン（令和 4～8 年度）における数値目標は次のとおり。 

       市職員の課長相当職以上の女性職員の割合 20％  市職員の課長補佐相当職の女性職員の割合 30％ 
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  イ  一斉定時退庁日等の実施  

①  定時退庁日を設定し、館内放送による注意喚起を図るとともに、   

管理職による定時退庁の率先垂範を行います。  

②  管理職の巡回指導による一斉定時退庁の実施徹底を図ります。  

③  管理職は定時退庁できない職員がいる場合は、ヒアリングなど

により原因を把握し職場のマネジメントに努め、業務内容や分

担の見直し及び効率化を図ります。  

④  定時退庁ができない職員が多い部署を把握し、管理職への指導

の徹底を図ります。  

 

  ウ  事務の効率化の推進  

   ①各職員に事務引継書、業務フロー・スケジュール・マニュアル

を作成させ、効率的な事務遂行を図ります。また、統一した様

式やツールを利用するなど業務の見える化と効率化に努めます。 

   ② 新 た に 行 事 等 を 実 施 す る 場 合 に は 、 目 的 、 効 果 、 必 要 性 等 に   

つい て 十 分検 討 の 上実 施 し 、併 せ て 、既 存 の 行事 等 と の関 係 を

整理し、代替的に廃止できるものは廃止します。  

   ③定例・恒常的業務は業務フローを作成し、ＡＩをはじめとする

デジタル技術を活用した業務プロセスの最適化と民間委託など

による効率化を図ります。  

 

  エ  時間外勤務の縮減のための意識啓発等  

①  時 間 外 勤 務 の 上 限 の 目 安 時 間 の 設 定 等 を 内 容 と す る 時 間 外   

勤務縮減のための指針の策定や適正な時間外勤務管理への対応

に係る通知等を行います。  

②  各課の時間外勤務の状況を把握し、各課に情報提供を行い、時

間外勤務の多い職場においては管理職に対してヒアリングを行

った上で、注意喚起を行います。  

③  管理職には労働安全衛生委員会等で紹介された時間外勤務の縮

減に関する取組事例等の情報提供を行います。  

④  各課の時間外勤務の状況及び時間外勤務が特に多い職員の状況

を把握して管理職に報告し、管理職の時間外勤務に関する認識

の徹底を図ります。  

⑤  時間外勤務縮減の取組の重要性を管理監督職に深く認識させ、

管理職は職場で時間外勤務縮減に向けた取組に関する面談やコ

ミュニケーションの場を設定します。  
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【時間外勤務を実施した職員数及び一人当たりの平均時間外勤務時間】（年度管理） 

区分  R2 年度  R3 年度  R4 年度  

男性  400 名   134 時 間  415 名   141 時 間  419 名   144 時 間  

女性  323 名    83 時 間  331 名    86 時 間  356 名    83 時 間  

   

区分  R5 年度  R6 年度  

男性  421 名   132 時 間  415 名   127 時 間  

女性  393 名    77 時 間  380 名    74 時 間  

  

(6) 休暇の取得の促進 

  ア  年次有給休暇の取得の促進  

①  管理 職 は 、部 下 の 年次 有 給 休暇 の 取 得状 況 を 把握 し 、 計画 的 な

取得促進を図ります。  

②  職員 の 年 次有 給 休 暇取 得 状 況に つ い て、 当 該 管理 職 に 適切 な 指

導を実施します。  

③  各課 に お いて 業 務 スケ ジ ュ ール を 策 定す る と とも に 、 夏季 休 暇

取得 期 間 中の 休 暇 計画 表 を 作成 し 、 特別 休 暇 と年 次 有 給休 暇 を

効果的に組み合わせるなど、計画的な取得促進を図ります。  

④  職員 が 安 心し て 年 次有 給 休 暇の 取 得 がで き る よう 、 職 場内 で ス

ケジ ュ ー ルの 共 有 や事 務 補 助者 を 選 任す る な ど事 務 処 理に お い

て相互応援ができる体制を整備します。  

 

【職員の年次有給休暇取得状況】（ 暦 年 管 理 ）  

区分  単位  R2 年  R3 年  R4 年  R5 年  R6 年  

平均取得日数 （日 ）  9.2 10.1 11.1 11.5 13.2 

  

【目標３】 

以上のような取組を通じて、各職員の１年間の時間外勤務 

時間数について、月 45 時間・年 360 時間を上限とする。 
参考：労働基準法第 36 条第 4 項において、時間外労働時間の上限は月 45 時間・年 360 時間と定めら

れています。 
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   イ  連続休暇等の取得の促進  

①  年次 有 給 休暇 と 土 日祝 日 等 を組 み 合 わせ る な どし て 計 画的 に 連

続した休暇の取得促進を図ります。  

②  年 1 回、夏季休暇等の特別休暇と年次有給休暇を利用した連続 3

日間以上のリフレッシュ休暇の取得促進を図ります。  

③  ゴー ル デ ン・ ウ ィ ーク 、 シ ルバ ー ・ ウィ ー ク など の 大 型連 休 期

間中や年末年始、お盆における公式会議の自粛促進を図ります。 

 

  ウ  特別休暇の取得の促進  

    子どもの看護休暇等、ワーク・ライフ・バランス両立支援ハン

ドブック 掲載の特 別休暇を 周知する とともに 、当事者 の立場を 理

解し、「お互い様」の関係を忘れることなく、緊急時にも協力体制

の取れる 職場環境 をつくり 、希望す るすべて の職員が 制度を利 用

できる雰囲気の醸成を図ります。  

 

エ  不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等  

    職員が働きながら不妊治療を受けられるよう、勤務時間、休暇

その他の 利用可能 な制度の 周知や管 理職に対 する意識 啓発等を 通

じて、不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等を図ります。  

 

 (7) 異動における配慮 

   ①人事課は、当該職員からの相談、管理職からの情報提供、自己

申告書などにより、可能な限り人事上の配慮に努めます。  

   ②管理職は、課内で異動を命じる場合、当該職員からのヒアリン

グを 実 施 した 上 で 、子 育 て 等家 庭 環 境の 状 況 に応 じ た 人事 上 の

配慮に努めます。  

 

 (8) 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正の

ための取組 

①  職場と家庭の両立を図るため、管理職等職場のリーダーが率先

して、職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識の是正につ

いての情報提供や意識啓発に努めます。  
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②  子育てや介護などの「家庭の相談」、特別休暇の取得時や復職

時などの「仕事の相談」などが気軽にできる雰囲気づくりを管

理職等職場のリーダーが中心となって、職場全体で取り組みま

す。  

③  ワーク・ライフ・バランスの実践、ハラスメントの防止と相談

体制の充実など男女が共に働きやす い職場づ くりに努 めます 。 

④  介護に関する意識の醸成と制度の利用促進を図ります。  

 

 (9) 職場の意識改革のための取組 

①  仕事と家庭の両立に向けた支援の制度等について周知を行うと

ともに、職員が職場と家庭の両方において貢献でき、出産・子

育てをしながら働き続けることができるよう、情報提供による

意識啓発を行い、ワーク・ライフ・バランスについて相互理解

のある職場環境づくりに努めます。  

②  管理職は、女性の健康上の特性について所属職員の理解が深ま

るよう意識啓発に努め、女性の健康を積極的にサポートできる

職場環境を確保します。  

③  管理職は、職場におけるハラスメント防止ガイドラインを参考

とし、職場におけるセクシャルハラスメント、マタニティハラ

スメント、モラルハラスメント等の様々なハラスメントを防止

し、男女職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行で

きるよう良好な職場環境を確保します。また、各種ハラスメン

トについての相談等に対応するため、ハラスメント相談員を置

き、職員が気軽に相談できる体制を整備します。  

 

２ 女性職員の活躍推進に向けたその他の取組 

  (1) 女性職員が十分に能力を発揮し活躍できる環境を整えるととも

に、女性 職員の意 識改革と 能力向上 を図るた め、研修 等の実施 等

により、 各管理監 督職の役 職段階に おける人 材の確保 を念頭に 置

いた育成を行います。  

  (2) 男性職員と差異なく、内外の主要な会議等に積極的に参画させ、

係長級に おいては 、市議会 の委員会 、本会議 に同行さ せるなど 上

級職昇任へのステップを着実に進めます。  
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３ 次世代育成支援対策に関するその他の取組 

  (1) 次代の社会を担う子どもたちが心豊かに育つ環境整備を支援す

るため、 子どもが 参加する スポーツ ・文化活 動や子育 てに関す る

地域活動 等に積極 的に参加 する取組 を進め、 地域貢献 に寄与す る

職員を支援するため、地域貢献活動応援制度の周知を行います。  

  (2) 子どもたちを交通事故から守るため、地域の交通安全活動への

職員の積極的な参加を支援します。  

  (3) 公共施設の新築又は改修の際には、授乳室等の育児支援施設の

設置を必 要に応じ て行いま す。また 、職員は 子どもを 連れた人 が

気がねな く市の施 設に来る ことがで きるよう 、親切、 丁寧な心 の

こもった応対や声がけ等、心のバリアフリーの推進に努めます。  
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～おわりに～ 

 

本市においては、第 2 次総合計画に掲げる子ども・子育てに関する施

策として「男女共同参画の推進」や「子育て施策の推進・安心して産み

育てやすい環境づくりの推進」に取り組む中、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画として「第 2 次飯塚市男女

共同参画後期プラン」を令和 4 年 3 月に策定しています。「男女の人権が

尊重され、誰もが自らの意思に基づき活躍でき、安全・安心に暮らせる

社会の実現」を基本理念に、「あらゆる年代における男女共同参画への意

識づくり」「あらゆる分野における女性の活躍推進」「男女が共に支え合

い、安全・安心で住みよいまちづくり」という３つの基本目標を掲げ、

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって、社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が均

等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができる社

会を目指しています。  

また、飯塚市こども計画を令和 7 年 3 月に策定し、「みんなでつくる  す

べてのこどもが笑顔で暮らせるまち  いいづか」を基本理念とし、行政、

学校、地域社会などが一体となった次世代の育成を社会全体で支える仕

組みづくりによって、すべてのこども・若者が適切な支援を受け、身体

的・精神的・社会的に幸福で希望に満ちた自分らしい成長が望める持続

可能で活力ある地域社会の実現を目指しています。  

このように、次代の社会を担う子どもたちが健幸に生まれ育ち、また、

飯塚市職員一人ひとりがその個性と能力を発揮していくためには、家庭

生活と仕事の両立、つまり、ワーク・ライフ・バランスの充実が必要と

なります。そのためには、子育てをはじめとする家庭生活や地域活動の

時間が確保できる制度等を積極的に活用するだけでなく、周りで支える

職場や職員の理解・協力があって初めて実現されるものです。  

私たち飯塚市職員は、本行動計画を一人ひとりが自分自身を対象とし

たものと認識した上で、ワーク・ライフ・バランスの実現と女性が活躍

できる組織の実現を目指し、引き続き取組を進めていきます。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    《 お問 合 せ》 

                  飯 塚 市 総 務 部 人 事 課  

         ℡ 0948-22-5500（代 表 ） FAX 0948-21-2066  

                 e-mai l   j in j i@city . i izuka. lg . jp  

 

 

 

 

 

 


